
パブリックコメント資料 

1 

 

かすみがうら市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の 

一部を改正する条例（案） 

 

 

【公表資料】 

 

                                 （ページ） 

１．概 要     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

２．条例新旧対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 

３．条例（案）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

 

４．主な改正内容  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



パブリックコメント資料 

2 

 

かすみがうら市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の 

一部を改正する条例（案） 

 

 

【改正目的】 

現在、土砂等による埋立て等については、「かすみがうら市土砂等による土地の埋立て

等の規制に関する条例」に基づき許可の申請を求め、指導及び監視を行っています。し

かし、現条例適用外で許可申請を必要としない 500 ㎡未満の事業を繰り返し行い、結果

的に 500㎡を超えてしまうような行為や、今後予想される都市開発（東京オリンピック、

リニアモーターカー開発）で発生する建設残土等の悪質業者による県内及び市内への搬

入を未然に防ぐ必要があります。 

このため、行為者に対する指導権限を強化することを目的に条例の一部を改正します。 

 

【対象地域】 

  市内全域 

 

【対象物】 

  土砂等による土地の埋立て等 

 

【対象案件】 

  ・5,000㎡未満の土砂等による土地の埋立て等 

  ・土砂等に係る水素イオン濃度指数（pH）が 4以上 9未満 

  ・本条例において、許可を取り消された者 

  ・本条例において、事業の停止命令の期間を経過していない者 

  ・本条例において、事業の中止命令を受けている者 

  ・本条例において、事業に係る土砂等の除去その他必要な措置命令を受けている者 
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【条例の効力】 

  ・今回の改正により 500㎡未満の土砂等による土地の埋立て等の行為についても指導

及び監視が可能となる。 

  ・今まで改良土の確認については目視等により行っていたが、明確な基準を設けるこ

とにより、改良土による土砂等の埋立て等の行為の監視が可能となる。 

  ・今回の改正で欠格要件を追加することにより、同事業者、同事業施行者による粗悪

な土砂等の埋立て等の行為が繰り返し行われることを防ぐことが可能となる。 
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かすみがうら市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

 (事業許可) 

第8条 事業区域の面積が5,000平方メート

ル未満である事業を行おうとする事業主

等は、市長の許可を受けなければならな

い。ただし、500平方メートル未満の事

業であって、改良土を除いた土砂等によ

り行う場合は、この限りではない。 

2 事業区域の面積が500平方メートル未

満である事業を行おうとする場合であ

っても、当該事業区域に隣接する土地

(以下この項において「隣接地」という。)

において、当該事業を行う日前1年以内

に事業が行われ、又は現に行われている

場合において、当該事業主若しくは事業

施工者と当該隣接地においての事業主

若しくは事業施工者が同一であるとき、

又は当該事業区域の土地の所有者と当

該隣接地の所有者が同一であるときで、

当該事業区域の面積と当該隣接地にお

ける事業区域の面積を合算した面積が

500平方メートル以上となるときは、当

該事業区域の面積が500平方メートル以

上である事業とみなし、前項の規定を適

用する。 

 (事業許可) 

第8条 事業区域の面積が5,000平方メート

ル未満である事業を行おうとする事業主

等は、市長の許可を受けなければならな

い。ただし、次に掲げる土地の埋立て等

については、この限りでない。 

 (1) 土地の造成その他これに類する行為

を行う土地の区域内において行う事業で

あって、当該区域内において発生した土

砂等のみを用いて行われる事業 

 (2) 国、地方公共団体又は規則で定める

公共的団体等が行う事業 

 (3) 他の法令の規定による許可等の処分

その他の行為に係る事業(規則で定める

事業を除く。) 

 (4) 自らの居住又は使用の用に供する建

築物の建築を行おうとする者が、改良土

を除いた土砂等により、建築許可又は建

築確認を受けて行う1,000平方メートル

未満の土地の埋立て等(当該埋立て等区

域の土地に隣接する土地で当該土地の埋

立て等を行う日前1年以内に土地の埋立

て等が行われ、若しくは現に行われてい

る場合又は当該埋立て等区域の土地内で
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3 前2項の規定にかかわらず、次の各号の

いずれかに該当する事業については、前

2項の規定は適用しない。 

(1) 土地の造成その他これに類する行為

を行う土地の区域内において行う事業

であって、当該区域内において発生した

土砂等のみを用いて行われる事業 

(2) 国、地方公共団体又は規則で定める

公共的団体等が行う事業 

(3) 他の法令の規定による許可等の処分

その他の行為に係る事業(ただし、規則

で定める事業を除く。) 

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定

める事業 

4 第1項の許可を受けようとする事業主等

(以下「申請者」という。)は、規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申請書に規則で定める書類及び図

面を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

(1)～(11) (略) 

既に行われ、若しくは現に行われている

場合において、当該埋立て等区域と合算

した面積が、1,000平方メートル以上とな

るものは除く。) 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、規則で

定める事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 前項の許可を受けようとする事業主等

(以下「申請者」という。)は、規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申請書に規則で定める書類及び図

面を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

(1)～(11) (略) 

(周辺関係者等の同意) 

第9条 申請者は、規則で定めるところによ

り、周辺関係者及び事業主でない事業区

域の土地の所有者に対し、前条第4項第1

(周辺関係者等の同意) 

第9条 申請者は、規則で定めるところによ

り、周辺関係者及び事業主でない事業区

域の土地の所有者に対し、前条第2項第1



パブリックコメント資料 

6 

 

号から第10号までに掲げる事項を説明

し、その同意を得なければならない。 

号から第10号までに掲げる事項を説明

し、その同意を得なければならない。 

(許可の基準) 

第11条 市長は、第8条第1項の許可の申請

が、次の各号のいずれにも該当すると認

めるときでなければ、同項の許可をして

はならない。 

(1) 事業に用いる土砂等の性質及び特定

有害物質による汚染の状態が規則で定め

る基準に適合しているものであること。 

 

(2)～(4) (略) 

(許可の基準) 

第11条 市長は、第8条第1項の許可の申請

が、次の各号のいずれにも該当すると認

めるときでなければ、同項の許可をして

はならない。 

(1) 事業に用いる土砂等の性質、特定有害

物質による汚染の状態及び水素イオン濃

度指数が規則で定める基準に適合してい

るものであること。 

(2)～(4) (略) 

(5) その申請をする者（申請者が他の者に

土地の埋立て等の施工を請け負わせる場

合にあっては、その施工をする者を含

む。）が、次のいずれにも該当しないこと。 

ア 第22条の規定により許可を取り消さ

れ、かつ、当該取消しの日から5年を経過

していない者 

イ 第22条又は第23条第2項の規定による

土地の埋立て等の停止命令の期間を経過

していない者 

ウ 第23条第1項の規定による土地の埋立

て等の中止命令を受けている者 

エ 第23条第1項又は第2項の規定による土
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地の埋立て等に係る土砂等の除去その他

必要な措置命令を受けている者 

オ その他市規則で定める要件に該当する

者 

 

(変更の許可等) 

第13条 第8条第1項の許可を受けた事業主

等は、同条第4項第2号又は第4号から第

10号までに掲げる事項を変更しようと

するときは、規則で定めるところによ

り、市長の許可を受けなければならな

い。ただし、規則で定める軽微な変更に

ついては、この限りでない。 

2 (略) 

3 第1項ただし書に規定する変更があった

とき又は第8条第4項第1号若しくは第11

号に掲げる事項に変更があったときは、

規則で定めるところにより、その日から

15日以内に、その旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

(変更の許可等) 

第13条 第8条第1項の許可を受けた事業主

等は、同条第2項第2号又は第4号から第10

号までに掲げる事項を変更しようとする

ときは、規則で定めるところにより、市

長の許可を受けなければならない。ただ

し、規則で定める軽微な変更については、

この限りでない。 

2 (略) 

3 第1項ただし書に規定する変更があった

とき又は第8条第2項第1号若しくは第11

号に掲げる事項に変更があったときは、

規則で定めるところにより、その日から

15日以内に、その旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

(届出) 

第14条 (略) 

(1)～(4) (略) 

2 市長は、前項の届出(同項第2号又は第3

号に係るものに限る。)があったときは、

(届出) 

第14条 (略) 

(1)～(4) (略) 

2 市長は、前項の届出(同項第2号又は第3

号に係るものに限る。)があったときは、
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遅滞なく、当該届出に係る事業が第8条第

4項の申請書に記載された事業の施工に

関する計画(前条第1項の規定による変更

の許可があったときは、その変更後のも

の。第23条第2項第1号において同じ。)

及び事業区域の周辺の地域の生活環境の

保全及び災害の防止に関する計画(前条

第1項の規定による変更の許可があった

ときは、その変更後のもの。第23条第2

項第1号において同じ。)に適合している

かどうかについて確認を行うものとす

る。 

遅滞なく、当該届出に係る事業が第8条第

2項の申請書に記載された事業の施工に

関する計画(前条第1項の規定による変更

の許可があったときは、その変更後のも

の。第23条第2項第1号において同じ。)及

び事業区域の周辺の地域の生活環境の保

全及び災害の防止に関する計画(前条第1

項の規定による変更の許可があったとき

は、その変更後のもの。第23条第2項第1

号において同じ。)に適合しているかどう

かについて確認を行うものとする。 

(書類の備付け及び閲覧) 

第21条 許可を受けた者は、規則で定める

ところにより、当該許可に係る第8条第4

項の申請書の写し、前条の帳簿その他の

規則で定める書類を当該許可に係る事業

区域内又は最寄りの事務所若しくは事業

所に備え付け、当該事業に関し生活環境

の保全又は災害の防止上利害関係を有す

る者の求めに応じ、閲覧させなければな

らない。 

(書類の備付け及び閲覧) 

第21条 許可を受けた者は、規則で定める

ところにより、当該許可に係る第8条第2

項の申請書の写し、前条の帳簿その他の

規則で定める書類を当該許可に係る事業

区域内又は最寄りの事務所若しくは事業

所に備え付け、当該事業に関し生活環境

の保全又は災害の防止上利害関係を有す

る者の求めに応じ、閲覧させなければな

らない。 

(措置命令等) 

第23条 (略) 

2 (略) 

(措置命令等) 

第23条 (略) 

2 (略) 
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(1) 事業が第11条第1号の基準又は当該許

可に係る第8条第4項の申請書に記載され

た事業の施工に関する計画若しくは事業

区域の周辺の地域の生活環境の保全及び

災害の防止に関する計画に適合していな

いと認めるとき。 

(2) (略) 

3 (略) 

(1) 事業が第11条第1号の基準又は当該許

可に係る第8条第2項の申請書に記載され

た事業の施工に関する計画若しくは事業

区域の周辺の地域の生活環境の保全及び

災害の防止に関する計画に適合していな

いと認めるとき。 

(2) (略) 

3 (略) 

    附 則 

 この条例は、平成●●年●月●日から施

行する。 
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○かすみがうら市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（案） 

平成１７年３月２８日 

条例第１０５号 

改正 平成１９年３月２７日条例第１４号 

平成２３年３月２９日条例第５号 

平成２５年６月２７日条例第２３号 

平成２８年●●月●●日条例第●●号 

（目的） 

第１条 この条例は、土砂等による土地の埋立て等について必要な規制を定め

ることにより、市民の生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１） 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物をいい、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第１項に

規定する廃棄物を除くものとする。 

（２） 改良土 土（泥土を含む。）にセメントや石灰を混合し、化学的安

定処理を行い土質改良したものをいう。 

（３） 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積（製品の製造又

は加工のための原材料のたい積を除く。）をいう。 

（４） 事業区域 事業を行う土地の区域をいう。 

（５） 事業主 事業の目的のために事業を行う事業区域内の土地の所有者、

占有者又は管理者をいう。 

（６） 事業施工者 事業を実際に施工する者をいう。 

（７） 周辺関係者 事業区域の行政区長、事業区域の排水等を放流する水
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路管理者並びに事業区域の境界線から１００メートル以内の区域の居住者、

事業所及び土地所有者をいう。 

（８） 特定有害物質 鉛、砒
ひ

素、トリクロロエチレンその他の物質であっ

て、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるお

それがあるものとしてかすみがうら市土砂等による土地の埋立て等の規制

に関する条例施行規則(平成17年かすみがうら市規則第78号。以下｢規則｣と

いう｡)で定めるものをいう。 

（事業主及び事業施工者の責務） 

第３条 事業主及び事業施工者（以下「事業主等」という。）は、事業を行う

にあたっては、当該事業区域及びその周辺の地域における土壌の汚染及び土

砂等の流出を未然に防止する等、当該事業区域及びその周辺の地域の生活環

境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業主等は、事業の施工に係る苦情及び紛争が生じたときは、直ちに必要

な措置を講じ、誠意をもって解決しなければならない。 

３ 事業主等は、事業施工期間中に事故が発生したときは、直ちに事業を停止

し、必要な措置を講じなければならない。 

４ 事業主等は、事業により公共施設等を破損したときは、市の関係部署に速

やかに報告し原状回復しなければならない。 

（土砂等を発生させる者等の責務） 

第４条 土砂等を発生させる者は、土砂等の発生を抑制するよう努めるととも

に、発生させる土砂等により事業が行われる場合にあっては、事業主等によ

り適正な事業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。 

２ 土砂等の運搬を行う者は、事業に使用される土砂等を運搬しようとすると

きは、廃棄物の混入した土砂等又は土壌の汚染若しくは崩落、飛散若しくは

流出の発生のおそれのある土砂等を運搬することのないよう必要な配慮をし

なければならない。 
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（事業主でない事業区域の土地の所有者の責務） 

第５条 事業主でない事業区域の土地の所有者は、その所有する土地を事業に

使用させようとする場合には、事業計画を十分に掌握し、土壌の汚染及び災

害が発生するおそれのないことを確認するとともに、これらのおそれのある

事業に対しては当該土地を提供することのないように努めなければならない。 

２ 事業主でない事業区域の土地の所有者は事業期間中において、必要に応じ

て、事業の状況を把握するよう努めなければならない。 

３ 事業主でない事業区域の土地の所有者は事業の施工に係る苦情及び紛争が

生じたときは、直ちに必要な措置を講じ、誠意をもって解決しなければなら

ない。 

（市の責務） 

第６条 市は、市の区域内における事業の状況を把握し、茨城県、事業区域周

辺の行政区長又は行政区長を代理する者並びにその他の関係機関と協力して

事業が適正に行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（事前協議） 

第７条 事業を行おうとする事業主等は、事業の許可を受ける前に、規則で定

めるところにより、あらかじめ当該事業の計画について市長と協議しなけれ

ばならない。 

（事業の許可） 

第８条 事業区域の面積が５，０００平方メートル未満である事業を行おうと

する事業主等は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる

土地の埋立て等については、この限りでない。 

（１） 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う

事業であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われる事

業 

（２） 国、地方公共団体又は規則で定める公共的団体等が行う事業 
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（３） 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る事業(規則で定

める事業を除く。) 

（４） 自らの居住又は使用の用に供する建築物の建築を行おうとする者が、

改良土を除いた土砂等により、建築許可又は建築確認を受けて行う１，００

０平方メートル未満の土地の埋立て等(当該埋立て等区域の土地に隣接する

土地で当該土地の埋立て等を行う日前１年以内に土地の埋立て等が行われ、

若しくは現に行われている場合又は当該埋立て等区域の土地内で既に行われ、

若しくは現に行われている場合において、当該埋立て等区域と合算した面積

が、１，０００平方メートル以上となるものは除く。) 

（５） 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事業 

２ 前項の許可を受けようとする事業主等（以下「申請者」という。）は、規

則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める

書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。 

（１） 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（２） 事業の目的 

（３） 事業区域の位置 

（４） 事業区域の面積 

（５） 事業を行う期間 

（６） 事業に用いる土砂等を発生させる者 

（７） 事業に用いる土砂等の発生の場所 

（８） 事業に用いる土砂等の数量 

（９） 事業の施工に関する計画 

（１０） 事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する

計画 

（１１） 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

（周辺関係者等の同意） 
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第９条 申請者は、規則で定めるところにより、周辺関係者及び事業主でない

事業区域の土地の所有者に対し、前条第２項第１号から第１０号までに掲げ

る事項を説明し、その同意を得なければならない。 

（周辺関係者等への周知） 

第１０条 申請者は、規則の定めるところにより、当該申請に係る事業区域の

周辺関係者その他市長が特に必要と認める者に対し、当該事業の概要を周知

しなければならない。 

（許可の基準） 

第１１条 市長は、第８条第１項の許可の申請が、次の各号のいずれにも該当

すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 

（１） 事業に用いる土砂等の性質、特定有害物質による汚染の状態及び水

素イオン濃度指数が規則で定める基準に適合しているものであること。 

（２） 事業の施工に関する計画が規則で定める技術上の基準に適合してい

るものであること。 

（３） 事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計

画が規則で定める事業区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止の

ために必要な措置に関する基準に適合しているものであること。 

（４） 事業に用いる土砂等については、茨城県内から発生したものである

こと。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 

（５） その申請をする者（申請者が他の者に土地の埋立て等の施工を請け負

わせる場合にあっては、その施工をする者を含む。）が、次のいずれにも該当

しないこと。 

ア 第２２条の規定により許可を取り消され、かつ、当該取消しの日から５年

を経過していない者 

イ 第２２条又は第２３条第２項の規定による土地の埋立て等の停止命令の期

間を経過していない者 
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ウ 第２３条第１項の規定による土地の埋立て等の中止命令を受けている者 

エ 第２３条第１項又は第２項の規定による土地の埋立て等に係る土砂等の除

去その他必要な措置命令を受けている者 

オ その他市規則で定める要件に該当する者 

（許可の条件） 

第１２条 市長は、第８条第１項の許可をするにあたっては、事業を行う期間

を１年を限度として許可するものとし、当該許可に係る事業区域の周辺地域

の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な限度において、条件を付す

ることができる。 

（変更の許可等） 

第１３条 第８条第１項の許可を受けた事業主等は、同条第２項第２号又は第

４号から第１０号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定め

るところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定め

る軽微な変更については、この限りでない。 

２ 前２条の規定は、前項の許可について準用する。 

３ 第１項ただし書に規定する変更があったとき又は第８条第２項第１号若し

くは第１１号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところによ

り、その日から１５日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

（届出） 

第１４条 許可を受けた者（第８条第１項又は前条第１項の許可を受けた事業

主等をいう。以下同じ。）は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則

で定めるところにより、それぞれ当該各号に定める期日までに、その旨を市

長に届け出なければならない。 

（１） 当該許可に係る土砂等を事業区域に搬入するとき 搬入する日の７

日前 

（２） 当該許可に係る事業を完了したとき 完了した日から１５日以内 
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（３） 当該許可に係る事業を廃止し、又は休止したとき 廃止し、又は休

止した日から１５日以内 

（４） 休止した当該許可に係る事業を再開するとき 再開する日の７日前 

２ 市長は、前項の届出（同項第２号又は第３号に係るものに限る。）があっ

たときは、遅滞なく、当該届出に係る事業が第８条第２項の申請書に記載さ

れた事業の施工に関する計画（前条第１項の規定による変更の許可があった

ときは、その変更後のもの。第２３条第２項第１号において同じ。）及び事

業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画（前条第

１項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。第２３条

第２項第１号において同じ。）に適合しているかどうかについて確認を行う

ものとする。 

（事業に使用された土砂等の量の報告） 

第１５条 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に当該許可

に係る事業に使用された土砂等の量を市長に報告しなければならない。 

（土壌の調査及び報告） 

第１６条 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に当該許可

に係る事業区域内の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査を行

い、その結果を市長に報告しなければならない。 

（許可に基づく地位の承継） 

第１７条 許可を受けた者が当該許可に係る事業の権原を譲り渡し、又は許可

を受けた者について相続、合併若しくは分割（当該許可に係る事業を行う権

原を承継させる者に限る。）があったときは、当該許可に係る事業の権原を

譲り受けた者又は相続人（相続人が２人以上ある場合において、その全員の

合意により当該事業を行う権原を承継すべき相続人を選定したときは、その

者）、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割

により当該事業を行う権原を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継
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する。 

２ 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めると

ころにより、その日から１５日以内に、その旨を市長に届け出なければなら

ない。 

（施工管理者の設置等） 

第１８条 許可を受けた者は、当該許可に係る事業区域の周辺の地域の生活環

境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者（以下

「施工管理者」という。）を置かなければならない。 

２ 許可を受けた者は、当該許可に係る事業を施工するときは、施工管理者に

当該許可に係る事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のた

めに必要な施工上の管理をさせなければならない。 

（標識の掲示） 

第１９条 許可を受けた者は、当該許可に係る事業区域内の見やすい場所に、

規則で定めるところにより、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載

した標識を掲示しなければならない。 

（帳簿への記載） 

第２０条 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る事

業に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかな

ければならない。 

（書類の備付け及び閲覧） 

第２１条 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る第

８条第２項の申請書の写し、前条の帳簿その他の規則で定める書類を当該許

可に係る事業区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え付け、当該事

業に関し生活環境の保全又は災害の防止上利害関係を有する者の求めに応じ、

閲覧させなければならない。 

（許可の取消し等） 
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第２２条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

第８条第１項の許可を取り消し、又は期間を定めて当該許可に係る事業の停

止を命ずることができる。 

（１） 第１３条第１項の規定に違反して事業を行ったとき。 

（２） 偽りその他不正の手段により第８条第１項又は第１３条第１項の許

可を受けたとき。 

（３） 第１２条（第１３条第２項において準用する場合を含む。次条第２

項において同じ。）の規定により第８条第１項又は第１３条第１項の許可

に付した条件（次条第２項の規定による変更があった場合にあっては、そ

の変更後のもの。同項において同じ。）に違反したとき。 

（４） この条又は次条第２項の規定による命令に違反したとき。 

（措置命令等） 

第２３条 市長は、第８条第１項の規定に違反して事業を行った者に対し、そ

の事業の中止を命じ、又は期限を定めて当該事業に係る土砂等の除去その他

必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し第

１２条の規定により第８条第１項又は第１３条第１項の許可に付した条件を

変更し、又は期間を定めて当該許可に係る事業の停止を命じ、若しくは期限

を定めて当該事業に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命

ずることができる。 

（１） 事業が第１１条第１号の基準又は当該許可に係る第８条第２項の申

請書に記載された事業の施工に関する計画若しくは事業区域の周辺の地域

の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画に適合していないと認める

とき。 

（２） 生活環境の保全又は災害の防止のため緊急の必要があると認めると

き。 
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３ 市長は、前２項の規定により当該事業に係る土砂等の除去を命じられた者

により事業が行われた事業区域の土壌が第１１条第１号の基準に適合せず、

当該埋立て等区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めるとき

は、茨城県知事にその旨を通報するものとする。 

（協力要請） 

第２４条 市長は、生活環境の保全又は災害の防止のため必要があると認める

ときは、事業主等、事業に用いる土砂等を発生させる者、事業主でない事業

区域の土地の所有者に対し、必要な協力を要請することができる。 

（報告の徴収及び立入検査等） 

第２５条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、

事業に関して必要な事項について報告を求めることができる。 

２ 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市の職員に事業区域又は

事業主等の事務所、事業所その他事業に関係のある場所に立ち入り、事業の

状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させる

ことができる。 

３ 前項の規定により市の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者に提示しなければならない。 

４ 第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（公表） 

第２６条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、

第２２条の規定に基づき第８条第１項若しくは第１３条第１項の許可を取り

消された者又は第２２条若しくは第２３条第１項若しくは第２項に定める命

令に従わない者の氏名、違反の事実その他規則で定める事項を公表すること

ができる。 

（手数料） 
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第２７条 第８条第１項又は第１３条第１項の許可を受けようとする事業主等

は、かすみがうら市手数料条例（平成１７年かすみがうら市条例第５７号）

に定めるところにより、手数料を納めなければならない。 

（委任） 

第２８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

（罰則） 

第２９条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役又は１００万

円以下の罰金に処する。 

（１） 第８条第１項又は第１３条第１項の規定に違反して事業を行った者 

（２） 第２２条又は第２３条第１項若しくは第２項の規定による命令に違

反した者 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。 

（１） 第１５条、第１６条又は第２５条第１項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 

（２） 第２５条第２項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

（１） 第１３条第３項、第１４条第１項又は第１７条第２項の規定による

届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

（２） 第１９条の規定に違反した者 

（両罰規定） 

第３０条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の

霞ヶ浦町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例（平

成３年霞ヶ浦町条例第６号）又は千代田町土砂等による土地の埋立て、盛土

及びたい積の規制に関する条例（平成１３年千代田町条例第３号）（以下こ

れらを「合併前の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他

の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前

の条例の例による。 

附 則（平成１９年３月２７日条例第１４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前のかすみがうら市土砂等による土地の埋立

て等の規制に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

この条例による改正後のかすみがうら市土砂等による土地の埋立て等の規制

に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２３年３月２９日条例第５号） 

この条例は、平成２３年６月１日から施行する。 

附 則（平成２５年６月２７日条例第２３号） 

この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 

   附 則（平成●●年●●月●●日条例第●●号） 

 この条例は、平成●●年●●月●●日から施行する。 
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○ 主な改正内容 

 改正点 内 容 

適
用
範
囲 

（事業許可）第８条関係 

 現条例の事業区域面積のただし書き

「ただし、500 平方メートル未満の事

業であって、改良土を除いた土砂等に

より行う場合は、この限りではない。」

を廃止し、下限値の撤廃を行います。 

 申請を要する面積の下限値を撤廃する

ことで、500平方メートル未満の小規模な

事業に対しても、事業主に指導や監視が可

能となり、施工基準や土質基準に合った土

砂等の搬入を遵守させることができる。 

 

※面積の下限値を撤廃することで、あらゆる土砂等に

よる土地の埋立て等の行為が許可対象となるが、新た

に条例において、「自らの居住又は使用の用に供する建

築物の建築を行おうとする者が、改良土を除いた土砂

等により、建築許可及び建築確認を受けて行う 1,000

平方メートル未満の土地の埋立て等」を適用除外する

予定です。 

土
質
の
規
制 

（許可基準）第１１条関係 

 現条例は、事業に用いる土砂等の性

質及び特定有害物質による汚染の状態

について、「土壌の汚染に係る環境基準

について」に準じていますが、酸性土

壌やアルカリ土壌であるかの判断をす

るため、水素イオン濃度指数（pH）基

準を新たに規定します。 

【基準値】 ４以上９未満 

※地盤工学会基準 JGS0221-2009「土懸濁液の pH 試験方法」 

許可申請や施行完了の際に実施する土壌

検査は、「土壌の汚染に係る環境基準につ

いて（平成 3年環境庁告示第 46号）」に準

じて、27 物質について検査しています。

しかし、酸性土壌やアルカリ性土壌である

かの判断ができなかったため、水素イオン

濃度指数（pH）基準を新たに規定します。 
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欠
格
要
件 

（許可基準）第１１条関係 

１．許可を取り消され、かつ、当該取

消しの日から５年を経過していない

者 

２．停止命令の期間を経過していない 

 者 

３．中止命令を受けている者 

４．必要な措置命令を受けている者 

５．条例又は条例に基づく処分に違反

して刑に処せられ、その執行を終わ

り，又は執行を受けることがなくな

った日から５年を経過しないこと 

６．条例又は条例に基づく処分に違反

したことにより有罪とする判決の宣

告を受け，その判決が確定した日か

ら５年を経過しないこと 

 

 上記６項目を条例及び条例施行規則

に規定します。 

現条例は、同事業者及び同事業施行者に

よる条例及び条例施行規則に満たさない

事業や粗悪な土砂等の埋立て等行為が繰

り返し行われる恐れがあることから、欠格

要件を規定することにより、より一層、行

為者に対する指導権限を強化して、施工基

準や土質基準に合った土砂等の搬入を遵

守させることができる。 

そ
の
他 

その他、条例及び条例施行規則の改正

に伴う簡易な文言の改正及び修正を行

います。 

 

 

 


